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【事務連絡者氏名】 ファイナンス＆アカウンティング　サービス　マネージャー　　

本間　浩一

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式及び新株予約権証券

【届出の対象とした募集金額】
 
その他の者に対する割当

株式 100,000,000円

新株予約権証券 1,340,000円

新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払

い込むべき金額の合計額を合算した金額

 201,340,000円

（注）　新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及

び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株

予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際し

て払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少しま

す。

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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第一部【証券情報】

第１【募集要項】

１【新規発行株式】

種類 発行数 内容

普通株式 100,000株

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない提出会社にお

いて標準となる株式であります。

なお、単元株式数は100株となっております。

　（注）１．新規発行株式（以下「本新株式」という。）の発行は、平成28年１月６日（水）開催の取締役会決議による

ものであります。

２．振替機関の名称及び住所

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

 

２【株式募集の方法及び条件】

（１）【募集の方法】

区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

株主割当 ― ― ―

その他の者に対する割当 100,000株 100,000,000 50,000,000

一般募集 ― ― ―

計（総発行株式） 100,000株 100,000,000 50,000,000

　（注）１．本新株式の募集は第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。

Ｏａｋキャピタル株式会社

（住所：東京都港区赤坂八丁目10番24号、代表者：代表取締役　竹井　博康）

２．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は会社法上の増加する資本金の額

の総額であります。また、増加する資本準備金の額の総額は50,000,000円であります。

 

（２）【募集の条件】

発行価格
（円）

資本組入額
（円）

申込株数単位 申込期間
申込証拠金
（円）

払込期日

1,000 500 100株 平成28年１月22日（金） ― 平成28年１月22日（金）

　（注）１．第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。

２．発行価格は、会社法上の払込金額であります。資本組入額は、会社法上の増加する資本金の額であります。

３．本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に本新株式の割当予定先との間で本新株式の「総数引受契約」

を締結しない場合は、本新株式に係る割当は行われないこととなります。

４．申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に本新株式の「総数引受契約」を

締結し、払込期日までに後記(4)払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものといたします。

 

（３）【申込取扱場所】

店名 所在地

モジュレ株式会社　ファイナンス＆アカウンティング　サービス 東京都港区芝五丁目25番11号

 

（４）【払込取扱場所】

店名 所在地

株式会社みずほ銀行　青山支店 東京都港区北青山三丁目６番12号
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３【株式の引受け】

　該当事項はありません。

 

４【新規発行新株予約権証券（第６回新株予約権証券）】

（１）【募集の条件】

発行数 2,000個（新株予約権１個につき目的となる株式数は100株）

発行価額の総額 1,340,000円

発行価格 新株予約権１個につき670円（新株予約権の目的である株式１株当たり6.70円）

申込手数料 該当事項はありません。

申込単位 １個

申込期間 平成28年１月22日

申込証拠金 該当事項はありません。

申込取扱場所
モジュレ株式会社　ファイナンス＆アカウンティング　サービス

東京都港区芝五丁目25番11号

払込期日 平成28年１月22日

割当日 平成28年１月22日

払込取扱場所 株式会社みずほ銀行　青山支店

　（注）１．モジュレ株式会社第６回新株予約権証券（以下「本新株予約権」という。）の発行は、平成28年１月６日

（水）開催の取締役会決議によるものであります。

２．申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に本新株予約権の「総数引受契

約」を締結し、払込期日までに上記表中「払込取扱場所」に記載の払込取扱場所に発行価額の総額を払い込

むものといたします。

３．本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に本新株予約権の割当予定先との間で本新株予約権の「総数引

受契約」を締結しない場合は、本新株予約権に係る割当は行われないことといたします。

４．本新株予約権の募集は第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。

Ｏａｋキャピタル株式会社
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（２）【新株予約権の内容等】

新株予約権の目的となる

株式の種類

当社普通株式

（完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。

なお、単元株式数は100株である。）

新株予約権の目的となる

株式の数

１．本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その総数は200,000株とす

る（本新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「割当株式数」という。）

は100株とする。）。ただし、本欄第２項及び第３項により、割当株式数が調整される

場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整され

るものとする。

 ２．当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項の規定に従って行使価額（同欄

第２項に定義する。）の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される

ものとする。ただし、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。な

お、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、同欄第３項に定める調

整前行使価額及び調整後行使価額とする。

 
 

調整後割当株式数＝
調整前割当株式数×調整前行使価額

調整後行使価額
 

 ３．調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる別記「新株予約権の行使時の払込

金額」欄第３項第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後

行使価額を適用する日と同日とする。

 ４．割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日まで

に、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、

調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、適

用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やか

にこれを行う。

新株予約権の行使時の払

込金額

１．各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割

当株式数を乗じた額とする。また、その計算の結果生じた１円未満の端数は切り上げる

ものとする。

 ２．本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式１株当たり

の出資される財産の価額（以下、「行使価額」という。）は、金1,000円とする。ただ

し、行使価額は本欄第３項の規定に従って調整されるものとする。

 ３．行使価額の調整

 (1）当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済

普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算

式（以下「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を調整する。

 
 

    

既発行普通株式数＋

交付普通株式数×
１株当たりの
払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
１株当たりの時価

既発行普通株式数＋交付普通株式数
 

 (2）行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時

期については、次に定めるところによる。

 ①　本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行

し、又は当社の有する当社普通株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含

む。）（ただし、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の行

使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請

求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交

換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。）

 調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日と

し、無償割当ての場合はその効力発生日とする。）以降、又はかかる発行もしくは

処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の

翌日以降これを適用する。

 ②　株式分割により当社普通株式を発行する場合

 調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用

する。
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 ③　本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定

めのある取得請求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額を

もって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付された

ものを含む。）を発行又は付与する場合

 調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全

部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するも

のとし、払込期日（新株予約権の場合は割当日）以降又は（無償割当ての場合は）

効力発生日以降これを適用する。ただし、株主に割当てを受ける権利を与えるため

の基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

 ④　当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付

されたものを含む。）の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額

をもって当社普通株式を交付する場合

 調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

 ⑤　本項第(2)号①ないし③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当

該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているとき

には、本項第(2)号①ないし③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があっ

た日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承

認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の

算出方法により、当社普通株式を交付する。

 
 

株式数＝

（調整前行使価額－調整後行使価額）×
調整前行使価額により当該期間内
に交付された普通株式数

調整後行使価額
 

 この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

 (3）行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が１円未

満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。ただし、その後に行使価額の調整

を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整

前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

 (4）①　行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位

を切り捨てるものとする。

 ②　行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立

つ45取引日目に始まる30取引日（終値のない日数を除く。）の東京証券取引所に

おける当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、平均値の

計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てるものとする。

 ③　行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与

えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整

後行使価額を初めて適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の

総数から、当該日において当社が保有する当社普通株式を控除した数とする。ま

た、本項第(2)号⑤の場合には、行使価額調整式で使用する交付株式数は、基準

日において当社が保有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含

まないものとする。

 (5）本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当

社は、必要な行使価額の調整を行う。

 ①　株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価

額の調整を必要とするとき。

 ②　その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生等によ

り行使価額の調整を必要とするとき。

 ③　行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行

使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必

要があるとき。

 (6）行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、

本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整

後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、本項第

(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない

場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
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新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価額の総額

金201,340,000円

ただし、行使価額が調整された場合には、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合

計額は増加又は減少する。また、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び

当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権

の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少する。

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組

入額

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価格は、行使請求に係る各

本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約

権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の

株式の数で除した額とする。

 ２．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額

は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１

の金額とし（計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とす

る。）、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準

備金の額とする。

新株予約権の行使期間 平成28年１月22日（本新株予約権の払込み完了以降）から平成31年１月21日までとする。た

だし、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に従って当社が本新株予約権の

全部又は一部を取得する場合、当社が取得する本新株予約権については、取得日の前日まで

とする。

新株予約権の行使請求の

受付場所、取次場所及び

払込取扱場所

１．新株予約権の行使請求の受付場所

モジュレ株式会社　メンバー＆オフィスサービス

東京都港区芝五丁目25番11号

 ２．新株予約権の行使請求の取次場所

 該当事項なし。

 ３．新株予約権の行使請求の払込取扱場所

 株式会社みずほ銀行　青山支店

新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使はできない。

自己新株予約権の取得の

事由及び取得の条件

本新株予約権の割当日以降、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が20取

引日連続して、当該各取引日に適用のある行使価額（別記「新株予約権の行使時の払込金

額」欄第２項に定める行使価額とする。ただし、行使価額が同欄第３項によって調整された

場合は調整後の行使価額とする。）の150％を超えた場合、当社は、当社取締役会が別途定

める日（以下、本項において「取得日」という。）の２週間前までに本新株予約権者に対す

る通知又は公告を行うことにより、当該取得日において本新株予約権１個につき金670円

で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。なお、本

新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法として当社取締役会が

決定する方法により行うものとする。

新株予約権の譲渡に関す

る事項

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 該当事項なし。

組織再編成行為に伴う新

株予約権の交付に関する

事項

当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換

又は株式移転（以下、総称して「組織再編成行為」という。）をする場合、当該組織再編成

行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権（以下、「残存新株予約権」とい

う。）を有する本新株予約権者に対し、会社法第236条第１項第８号のイないしホに掲げる

株式会社（以下、総称して「再編成対象会社」という。）の新株予約権を、次の条件にて交

付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。

 ①　交付する再編成対象会社の新株予約権の数

 残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編成行

為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。

 ②　新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

 再編成対象会社の普通株式とする。

 ③　新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

 組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
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 ④　新株予約権を行使することのできる期間

 別記「新株予約権の行使期間」欄に定める本新株予約権を行使することができる期間の

開始日と組織再編成行為の効力が生ずる日のいずれか遅い日から、別記「新株予約権の

行使期間」欄に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

 ⑤　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に

関する事項

 別記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」

欄第２項「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資

本準備金」に準じて決定する。

 ⑥　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

 別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄に定める行使価額を基準に組織再編成行為の

条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権１個当たりの目的で

ある再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。

 ⑦　その他の新株予約権の行使条件、新株予約権の取得事由及び取得条件

 別記「新株予約権の行使の条件」及び別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条

件」欄に準じて決定する。

 ⑧　譲渡による新株予約権の取得の制限

 新株予約権の譲渡による取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要するも

のとする。

 ⑨　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場

合には、これを切り捨てるものとする。

　（注）１．本新株予約権の行使請求の方法

(1）本新株予約権を行使しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、必要事項を記載してこ

れに記名捺印したうえ、別記「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間中に別記「新株予約権の行使

請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第１項記載の行使請求受付場所に提出しなければならな

い。

(2）本新株予約権を行使しようとする本新株予約権者は、前号の行使請求書の提出に加えて、本新株予約権の

行使に際して出資の目的とされる金銭の全額を現金にて「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及

び払込取扱場所」欄第３項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。

(3）本新株予約権の行使の効力は、行使請求に要する書類が「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及

び払込取扱場所」欄第１項に定める行使請求受付場所に到着し、かつ当該本新株予約権の行使に際して出

資の目的とされる金銭の全額が同欄第３項に定める払込取扱場所の口座に入金された日に発生する。

２．新株予約権証券の発行

当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しない。

３．株券の不発行

当社は、行使請求により発行する株式にかかる株券を発行しないものとする。

４．株式の交付方法

当社は、行使請求の効力発生後速やかに、社債、株式等の振替に関する法律（平成13年法律第75号）及びそ

の他の関係法令に基づき、本新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有

欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付する。

５．本新株予約権の目的となる当社普通株式の振替機関の名称及び住所

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

６．その他

(1）会社法その他の法律の改正等、本新株予約権の発行要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合

には、当社は必要な措置を講じる。

(2）本新株予約権の発行については、金融商品取引法に基づく本有価証券届出書の届出の効力発生を条件とす

る。

(3）その他本新株予約権の発行に関し必要な事項は、当社代表取締役に一任する。

 

（３）【新株予約権証券の引受け】

　該当事項はありません。
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５【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

301,340,000 3,100,000 298,240,000

　（注）１．払込金額の総額は、本新株式発行の払込金額100,000,000円及び本新株予約権の払込金額の総額（1,340,000

円）に本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額（200,000,000円）を合算した金額でありま

す。

２．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

３．発行諸費用の概算額は、登記関連費用、新株予約権の公正価値算定費用、株式事務手数料、並びに本新株式

及び本新株予約権の発行に関する関連資料の弁護士費用等を含めた総額3,100,000円を予定しております。

４．本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合又は当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上

記差引手取概算額は減少いたします。

 

（２）【手取金の使途】

ａ．本新株式

具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期

≪既存事業の領域拡大≫

・サービス機能向上のためのソフトウェア開発等
50 平成28年３月～平成30年５月

≪事業規模拡大に向けた体制整備≫

・事業パートナーとの業務提携等の営業力強化

・人員採用及び育成

 

20

28

平成28年１月～平成29年３月

　（注）　調達資金を実際に支出するまでは、銀行口座にて管理いたします。

 

ｂ．本新株予約権

具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期

≪事業規模拡大のためのＭ＆Ａ等≫

・Ｍ＆Ａ等の資金

・中小企業向け新型ＩＴシステムの開発

 

50

60

平成29年１月～平成31年５月

≪事業規模拡大に向けた体制整備≫

・当社サービスの販売促進及びＰＲ活動

・人員採用及び育成

 

30

60

平成29年３月～平成31年５月

　（注）１．調達資金を実際に支出するまでは、銀行口座にて管理いたします。

２．本新株予約権の行使による調達額（上記合計200百万円）につきましては、本新株予約権が行使されない場

合又は本新株予約権を消却した場合には、当初計画通りに資金調達ができない可能性があります。資金調達

できない場合は、他の資金調達により充当、又は、中止・規模縮小等により対応する予定であります。

３．Ｍ＆Ａ等の資金の支出予定期間内において、当社が希望する条件のＭ＆Ａ等の案件が成立に至らなかった場

合であっても、引き続き、案件の発掘・選定を継続し、具体的な案件が成約した段階で、資金を充当する予

定です。また、上記資金使途に充当するＭ＆Ａ等が行われない場合、自社での新規分野開拓のための投資に

充当する予定ですが、当該状況が発生した場合には、速やかに公表いたします。

 

EDINET提出書類

モジュレ株式会社(E05600)

有価証券届出書（組込方式）

 8/21



　当社は、専門性を持ったＩＴサービス専業の企業として、顧客企業の情報システム部門をワンストップで代行

するＩＴアウトソースサービス（ワンストップ型ＩＴソリューションサービス）を提供しております。特定の

メーカーや製品に捉われない中立的な立場で、ＩＴ環境におけるシステム業務（システム構築・製品調達から維

持・運用や管理、トラブル対応など「ＩＴライフサイクル」業務）を当社が担うことにより、顧客企業はＩＴ投

資効果を最大化し、企業競争力を高めることが可能となります。

　当社は、「日本のＩＴ投資の無駄を省き、企業競争力に寄与するＩＴ投資を促進させる」という経営方針を掲

げ、平成27年３月期まで５期連続の増収増益を継続し、中長期的な事業成長と企業価値の向上を堅実に推進して

参りました。

　一方、当社が属するＩＴサービス業界には未だ市場開拓の余地が残されており、業界において主導的な地位を

確保するためには、顧客基盤と売上規模を早急に拡大していくことが必要であると認識しております。また、顧

客企業のコスト削減を基本としたビジネスモデルに依存せず、情報セキュリティなどの様々な付加価値を提供で

きるＩＴサービスを構築していくことが課題であると認識しております。

 

≪事業拡大のために対処すべき課題≫

①　ビジネスモデルの変革（情報リスクを最低限に抑えるセキュリティサービス等）

②　主力サービスの標準化による更なる高収益化

③　営業力の強化と当社の認知度を高めることによる顧客の開拓・売上規模の拡大

 

　こうした課題を踏まえ、当社が中長期的な事業成長を実現するためには、サービス内容を更に拡充し、かつ事

業規模を拡大することが必要と考えております。顧客のＩＴ投資効率の最大化に大きく貢献する付加価値の高い

サービスを構築していくことで、当社ビジネスのレベルアップを図ることが可能と考えております。当社は、こ

れらの成長戦略を実現するため、下記のように調達資金を充当し施策を実行して参ります。

 

≪既存事業の領域拡大≫（本新株式）

①　サービス機能向上のためのソフトウェア開発等

　当社は、ビジネスモデルの変革に向けて、ソフトウェア・サービス、情報セキュリティ等の新たな成長分野

へ進出することを企図しております。シナジー効果が高い周辺サービスを構築することで、様々な付加価値を

提供できる体制を構築していき、これにより、中小企業を含む新たな顧客層を開拓し、事業規模を拡大するこ

とを目指しております。

　今回の本新株式による調達資金では、当社が既に着手しております「ソフトウェア・サービス」分野の開拓

を推進致します。これにより、主力サービスの標準化及び収益性の向上を実現致します。

　当事業年度より本格的に販売を開始した新サービス「じどうパソコン」は、企業内にあるパソコンを使用者

の離席中や休日など遊休時間に稼働させ、ルーティンワーク（繰り返し作業・単純作業等）を自動化させるこ

とで、業務効率及び業務品質を改善するソフトウェアです。当社のより万全なワンストップ型ＩＴソリュー

ションサービス構築の一環として、「じどうパソコン」サービスの機能向上のための追加開発を筆頭に、パソ

コンの操作ログから反復作業を発見・抽出する機能の研究開発など「ソフトウェア・サービス」分野へ進出す

る費用として本新株式により調達する資金のうち50百万円を充当します。

 

≪事業規模拡大に向けた体制整備≫（本新株式）

①　事業パートナーとの業務提携等の営業力強化

　当社の取引先のうち、営業力の高い販売会社や営業支援会社等を事業パートナーとして、業務提携・協業を

実行する費用として本新株式により調達する資金のうち20百万円を充当します。これらの施策で営業力を強化

することで、売上規模の拡大を実現致します。

②　人員採用及び育成

　既存事業であるＩＴアウトソースサービス事業のサービス力強化の為の人員採用（約20名を予定）を行い、

人材開発支援企業や外部セミナー等も活用しながら育成メソッドを整備し人材パフォーマンスの向上に向けた

体制を構築します。これらの人員採用費用及び育成費用として本新株式により調達する資金のうち28百万円を

充当します。
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≪事業規模拡大のためのＭ＆Ａ等≫（本新株予約権）

①　Ｍ＆Ａ等の資金

　当社は、ビジネスモデルの変革と事業規模拡大に向けて、Ｍ＆Ａや業務提携も積極的に活用する方針として

います。Ｍ＆Ａによる増収効果やスケールメリットによるコスト削減、業務効率化による収益性の向上などの

メリットを享受しつつ、シナジー効果によるサービスレベルの向上を企図しております。

　今回の資金調達では、既存事業であるＩＴアウトソースサービス事業と補完効果が高い「ＩＴ機器販売」分

野を再度強化する費用として本新株予約権により調達する資金のうち50百万円を充当します。その手段として

は、企業向けのＩＴ機器販売事業を行っている企業を中心にＭ＆Ａ等の対象として選定・検討致します。これ

により、積極的に新しいビジネスの柱を構築し、既存事業との両輪により企業規模の拡大を図ります。

　なお、Ｍ＆Ａ等に関しては、現時点では未定ですが、今後開示すべき事実を決定した場合には別途お知らせ

いたします。

②　中小企業向け新型ＩＴシステムの開発

　高度な機能や追加的なオプションを省いて実用的な機能に絞り込むなど、中小企業にも使い勝手が良く、各

種ＩＴ機器の構成設計・初期設定や障害判別・障害回復などの煩雑な技術・事務作業を軽減する新型ＩＴシス

テムの開発に本新株予約権により調達する資金のうち50百万円を充当し、その新型ＩＴシステムを活用して、

社員の外出動線（行動）分析、社員のＰＣ使用状況分析など中小企業の業務効率化に役立つ新しいソフトウェ

アサービスの研究開発（本新株予約権により調達する資金のうち10百万円を充当します。）を行い、「新型Ｉ

Ｔシステム」を提供する事業に進出致します。

　これらは、主力サービスの標準化と併せて、中小企業を含む新たな顧客層の開拓に資するものと考えており

ます。

 

≪事業規模拡大に向けた体制整備≫（本新株予約権）

①　当社サービスの販売促進及びＰＲ活動

　当社の主力事業である「ワンストップ型ＩＴソリューションサービス」の認知度を向上させ、顧客基盤拡大

を図るため、雑誌等メディアや各種ＷＥＢサイトでの販売促進及びＰＲ活動を強化する費用として本新株予約

権により調達する資金のうち30百万円を充当します。これにより、売上規模を更に拡大させて参ります。

②　人員採用及び育成

　上記≪事業規模拡大のためのＭ＆Ａ等≫②「中小企業向け新型ＩＴシステムの開発」を担う人員の採用（約

50名を予定）を行い、人材開発支援企業や専門知識を習得する外部研修等も活用しながら育成します。これら

の人員採用費用及び育成費用として本新株予約権により調達する資金のうち60百万円を充当します。

 

　以上の事業戦略を推進し、収益力を高めることにより、将来における当社の経営基盤の安定化と企業価値の増

大を図れるものと考えております。また、本新株式及び本新株予約権の発行により、財務基盤の改善と、より適

正な株主資本比率が実現されるものと考えております。これらの結果は、ひいては既存株主の株主価値の向上に

つながるものと判断し、本新株式及び本新株予約権の発行による資金調達を行なうことを決定いたしました。
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第２【売出要項】
　該当事項はありません。

 

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

１．ロックアップについて

　本新株式・本新株予約権の募集に関連して、当社はＯａｋキャピタル株式会社と以下の内容を契約する予定です。

　Ｏａｋキャピタル株式会社との間で締結予定の「総数引受契約」の締結日以降、以下に掲げる期間のいずれにおい

ても、Ｏａｋキャピタル株式会社の事前の書面による承諾を受けることなく、対象有価証券（以下に定義する。以下

同じ。）の発行等（公募か私募か、株主割当か第三者割当か、新規発行か自己株式の処分か、その形態を問わず、組

織再編行為等における対象有価証券の交付を含む。）又はこれに関する公表を行わない。

①　払込期日から６か月間が経過した日又はＯａｋキャピタル株式会社が保有する本新株式・本新株予約権の残高が

なくなった日のうちいずれか早い方の日までの間

②　払込期日から６か月間が経過した日以降、さらに６か月間が経過した日又はＯａｋキャピタル株式会社が保有す

る本新株式・本新株予約権の残高がなくなった日のうちいずれか早い方の日までの間

　ただし、当該②の期間においては、本新株式の発行価額・本新株予約権に係る行使価額を下回る価額での発行等又

はこれに関する公表に限りロックアップの対象とする。

　当社が上記に違反した場合には、Ｏａｋキャピタル株式会社からの請求に従って、当社は次の各号を行わなければ

ならない。

①　当該違反時点においてＯａｋキャピタル社が保有する本新株式により取得した当社の株式を、本新株式の発行価

額の150％相当額にてＯａｋキャピタル株式会社から買い取る。

②　当該違反時点においてＯａｋキャピタル株式会社が保有する本新株予約権の行使により取得した当社の株式を、

本新株予約権に係る行使価額の150％相当額にてＯａｋキャピタル社から買い取る。

③　当該違反時点においてＯａｋキャピタル株式会社が保有する本新株予約権を発行価額の100％相当額にてＯａｋ

キャピタル株式会社から買い取るとともに、その行使価額の50％相当額に当該新株予約権の行使によって発行さ

れる株式数を乗じた金額をＯａｋキャピタル株式会社に対し支払う。

 

　「対象有価証券」とは、当社普通株式及び当社の普通株式を取得する権利又は義務の付された有価証券（新株予約

権、新株予約権付社債、当社の株式への転換予約権又は強制転換条項の付された株式、及び取得対価を当社の株式と

する取得請求権又は取得条項の付された株式を含むがこれらに限られない。）をいうが、当社及び子会社の役員及び

従業員に対して発行される新株予約権並びにこれらの者に対して既に発行され又は今後発行される新株予約権の行使

に応じて発行又は交付されるもの、並びに当社とＯａｋキャピタル株式会社との間での「総数引受契約」の締結時点

で既に発行された有価証券の行使に基づき発行又は交付されるものを除く。

 

　本記載事項はＯａｋキャピタル株式会社との平成28年１月22日締結予定の総数引受契約書の規定であります。

 

２．先買権について

１．新株式発行等の手続

　当社は、払込期日から３年間、株式、新株予約権又は新株予約権付社債（以下「本追加新株式等」という。）を

発行又は交付（以下「本追加新株式発行等」という。）しようとする場合には、次の各号を遵守しなければならな

いものとする。但し、Ｏａｋキャピタル株式会社が保有する本新株式・本新株予約権の残高がなくなり次第、この

権利は消滅する。

(1）当社は、Ｏａｋキャピタル株式会社に対し、本追加新株式発行等を決議すべき取締役会の開催日の２週間前ま

でに、その予定にかかる主要な条件・内容（本追加新株式等の種類、価額、数量、払込期日、引受予定先（以

下「提案先」という。）の名称・所在地等を含むが、これらに限られない。以下同じ。）を記載した書面（以

下「本通知書」という。）を交付しなければならない。

(2）Ｏａｋキャピタル株式会社は、本通知書を受領後速やかに、本通知書に記載された条件・内容により、本追加

新株式等を引受けることを希望する旨を記載した書面（以下「応諾通知」という。）を発行会社に交付するこ

とにより、本追加新株式等を本通知書に記載された条件・内容により引受けることができる。

(3）当社は、本項第(2)号に従いＯａｋキャピタル株式会社から応諾通知を受領しなかった場合のみ、本通知書に

記載された条件・内容に従い、提案先に対してのみ、本追加新株式発行等を決議することができる。

(4）当社は本追加新株式発行等を決議したときは直ちに適用法令に従い開示するものとする。

２．例外

　前項の定めは、次の各号の場合には、適用されないものとする。

(1）ストック・オプション目的により、当社の役職員又はコンサルタント若しくはアドバイザーに対して新株予約

権の付与を行う場合、又は普通株式の発行又は交付（上記ストック・オプション目的により付与された新株予

約権の行使に基づくものを除く。）の場合において、当社の取締役会によって適法に承認された資本政策に
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従っており、且つ、その発行規模が発行済株式総数の５％（新株予約権の発行の場合には、当該新株予約権が

行使された場合に交付される株式数を基準に判断される。）を超えないとき。

(2）開示書類に記載された既発行の第５回新株予約権の行使の場合において、当該行使又は転換が開示書類に記載

された条件から変更又は修正されずに、当該条件に従って行われるとき。

(3）上記の他、当社とＯａｋキャピタル株式会社とが、別途本条の先買権の対象外とする旨を書面により合意した

とき。

３．違反時の手続

　当社が上記「１．新株式発行等の手続」に従わずに本追加新株式発行等の発行決議を行った場合には、当社は、

かかる本追加新株式発行等における主要な条件・内容と同等の条件・内容にて、直ちにＯａｋキャピタル株式会社

に対し本追加新株式等を別途発行又は交付しなければならない。

 

　本記載事項はＯａｋキャピタル株式会社との平成28年１月22日締結予定の総数引受契約書の規定であります。

 

第３【第三者割当の場合の特記事項】

１【割当予定先の状況】

ａ　割当予定先の概要

名称 Ｏａｋキャピタル株式会社

本店の所在地 東京都港区赤坂八丁目10番24号

直近の有価証券報告書等の提出日

有価証券報告書

事業年度第154期

（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

平成27年６月26日　関東財務局長に提出

四半期報告書

事業年度第155期第１四半期

（自　平成27年４月１日　至　平成27年６月30日）

平成27年８月７日　関東財務局長に提出

四半期報告書

事業年度第155期第２四半期

（自　平成27年７月１日　至　平成27年９月30日）

平成27年11月６日　関東財務局長に提出

 

ｂ　提出者と割当予定先との間の関係

出資関係 該当事項はありません。

人事関係 該当事項はありません。

資金関係 該当事項はありません。

技術又は取引関係 該当事項はありません。

 

ｃ　割当予定先の選定理由

　当社は、資金調達において、複数の投資家候補の中から割当予定先を選定するに当たり、当社の成長戦略におい

て必要とする機動的な資金調達が見込めることや、当社の成長戦略、資金需要、資金調達の時期、経営方針、将来

的な目標等、当社の状況を理解していただける割当予定先であることを重視し、検討を行ってまいりました。

　割当予定先のＯａｋキャピタル株式会社は、当社の決算説明会にご参加頂いたことで面識を得たところ、ＩＴ系

企業への投資実績があることや、同社が上場企業向けファイナンスを数多く引受けた実績を持つことから、同社を

割当先の有力候補と選定し、本ファイナンスの目的で面談を申込み、協議を実施いたしました。当社は同社に対し

て、当社の成長戦略、財務内容及び資金需要等の説明を行い、当社の現状を理解していただきました。

　そのうえで、同社から株価や既存株主の利益に充分に配慮しながら必要資金を調達したいという当社のニーズを

充足し得る資金調達手法として、新株式及び新株予約権を同社に割り当てる手法の提案を受けました。この提案内

容は、当社が事業規模の拡大を目的とし、成長戦略に基づく先行投資という資金使途の性質や資金調達の実現性か

ら、間接金融ではなく、直接金融での資金調達を行うことに合致し、直接金融による資金調達の代表的な方法とし

て公募増資という方法もありますが、調達に要する時間及びコストも第三者割当による新株式及び新株予約権の発

行より割高であること、また、株式の希薄化を一度に引き起こすことから、現時点における資金調達方法としては

合理的でないと判断いたしました。その一方で、本新株式と本新株予約権の発行を組み合わせた今回の資金調達の

スキームは、本新株式により、財務体質の強化及び事業成長のために、一定の額を速やかにかつ確実に調達できる
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方法であり直近の資金需要に対処するとともに、本新株予約権により割当先が当社に対して段階的に投資を行うこ

とができるように配慮したものであります。加えて、当社及び当社既存の株主にとっても、本新株予約権は一度に

大量の新株式を発行しないため、既存株式の希薄化が段階的に進む点で優位性があると判断したことなどから、最

終的に平成28年１月６日開催の当社取締役会において、同社を割当予定先として選定いたしました。

　割当予定先のＯａｋキャピタル株式会社は、株式会社東京証券取引所市場第２部に上場する独立系の投資会社と

して中立的な立場から、国内外において10年以上に渡り投資事業を行っております。特に潜在成長力を持つ上場企

業向けエクイティ・ファイナンス投資の実績は豊富で、潜在成長力を持つ新興上場企業に対する投資も積極的に

行っております。また、同社は資金調達の引受け等を行うインベストメントバンキング事業に加え、企業の成長戦

略の策定や営業支援を行うアドバイザリー事業などを手掛け、企業価値向上のための総合的な支援体制を築いてお

ります。

 

ｄ　割り当てようとする株式の数

Ｏａｋキャピタル株式会社：本新株式による当社普通株式　　　　　　100,000株

本新株予約権の目的である株式の総数　　200,000株

 

ｅ　株券等の保有方針

　割当予定先であるＯａｋキャピタル株式会社と当社は、本新株式及び本新株予約権の行使により取得した当社株

式について、保有方針に関して特段の取り決めをしておりませんが、取得する当社株式の保有方針は純投資であ

り、原則として当社株式を長期保有する意思がないこと、当社の経営に介入する意思や支配株主となる意思がない

こと及び可能な限り市場動向に配慮しながら取得した当社株式を売却していくことを口頭で確認しております。

　なお、当社は、割当予定先であるＯａｋキャピタル株式会社から、割当予定先が払込期日から２年以内に本第三

者割当により発行される当社普通株式の全部又は一部を譲渡した場合には、その内容を当社に対して書面により報

告すること、当社が当該報告内容を株式会社東京証券取引所に報告すること、並びに当該報告内容が公衆の縦覧に

供されることに同意することにつき、確約書を取得する予定です。

 

ｆ　払込みに要する資金等の状況

　当社は、割当予定先であるＯａｋキャピタル株式会社から本新株式及び本新株予約権の払込金額の総額並びに本

新株予約権の行使に要する金額の払込みに要する資金は、同社の直近の保有資金から、既に同社が決定している

ファイナンスを実施しても、本新株式及び本新株予約権に要する資金が確保されている旨の報告を口頭で受けてお

ります。また、割当予定先の平成28年３月期第２四半期に係る四半期報告書に掲げられた四半期財務諸表から、割

当予定先が係る払込みに要する十分な現預金その他の流動資産を保有していることを確認しております。

 

ｇ　割当予定先の実態

　割当予定先であるＯａｋキャピタル株式会社は、株式会社東京証券取引所市場第２部に上場しております。当社

は、同社が株式会社東京証券取引所に提出したコーポレートガバナンス報告書において、同社が警察、顧問弁護士

等との連携により、反社会的勢力との一切の関係を遮断すること等の反社会的勢力排除に向けた基本方針を定めて

いることを確認し、また、過去の新聞記事、ＷＥＢ等のメディア掲載情報の検索によっても、同社及びその役員と

暴力団等の関係があることを認めることはできませんでした。当社は、同社、同社役員及び主要株主（主な出資

者）が反社会的勢力等には該当せず、また、反社会的勢力等とは関係がないと判断しております。

 

２【株券等の譲渡制限】

　本新株予約権の譲渡につきましては譲渡制限が付されており、当社取締役会の承認を必要としております。ただ

し、割当予定先が、本新株予約権の行使により交付された株式を第三者に譲渡することを妨げません。

 

３【発行条件に関する事項】

(1）発行価格の算定根拠及びその具体的内容

ａ．本新株式

　本新株式における発行価格は、割当予定先との協議の結果、本新株式に係る取締役会決議日の直前営業日（平

成28年１月５日）の株式会社東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場における当社株式の終値1,000円といたしまし

た。

　上記払込金額は、直近の市場価格に基づくものが合理的であると判断したこと及び、日本証券業協会の「第三

者割当増資の取扱いに関する指針」（平成22年４月１日）により、原則として株式の発行に係る取締役会決議日

の直前営業日の価格（直前日における売買がない場合は、当該直前営業日からさかのぼった直近営業日の価格）

を基準として決定することとされているため、本件第三者割当の発行価額を決定する際にも、本件第三者割当に

係る取締役会決議の直前営業日の終値を基準といたしました。
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　なお、本件第三者割当増資に関する取締役会決議日の直前営業日の終値1,000円は、当該直前営業日までの１

カ月間の終値平均1,019円（発行価額との乖離△1.9％）、当該直近営業日までの３カ月間の終値平均は1,000円

（同0.0％）、当該直近営業日までの６か月間の終値平均は992円（同0.8％）となっております。

　以上のことから、当社取締役会においては、今回の資金調達の目的、他の調達手段の選択肢を考慮するととも

に、本新株式の発行条件について十分に討議、検討を行い、本新株式の発行価額は、適正かつ妥当な価額であ

り、有利発行には該当しないものと判断いたしました。

　また、当社監査役３名（うち２名は社外監査役）全員も、取締役会の判断において決定された発行価額は、取

締役会決議日の直前営業日の終値に基づくものであることから、既存株主の利益保護の観点からも合理的なもの

であり、発行価額が特に有利な発行価額には該当せず適法である旨の意見を述べております。

 

ｂ．本新株予約権

　当社は、本新株予約権の発行要項に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価値算定を第三者算定機関で

ある株式会社プルータス・コンサルティング（住所：東京都千代田区霞が関三丁目２番５号、代表者：代表取締

役　野口真人）に依頼し、本新株予約権の評価報告書を取得いたしました。

　当該機関は、本新株予約権の諸条件、新株予約権の発行決議に先立つ当社普通株式の株価（1,000円）、当社

普通株式の価格の変動性（ボラティリティ69.95％）、満期までの期間（３年）、配当利回り（2.00％）、無リ

スク利子率（△0.007％）、発行会社の行動（基本的には割当先の権利行使を待つが、株価が行使価格の150％を

20営業日連続で超えた場合は、コールオプションを発動する。）及び割当予定先の行動（随時権利行使を行うも

のとする。ただし、行使して得た株式は一定量（約1,600株／日：１日当たり平均売買出来高の約10％）ずつ売

却するものとする。）を考慮して、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって、

本新株予約権の評価を実施しております。

　当社は、算定に用いられた手法、前提条件及び合理的に想定された仮定等について、特段の不合理な点はな

く、公正価値の算定結果は妥当であると判断いたしました。この算定結果をもとに割当予定先と協議した結果、

本新株予約権１個当たりの払込金額を金670円（１株当たり6.70円）といたしました。また、本新株予約権の行

使価額は、当社の業績動向、財務動向、株価動向（取締役会決議日の直前営業日までの１か月間、３か月間及び

６か月間の終値平均株価等）を勘案するとともに当社株式の流動性を鑑みると割当予定先がすべての本新株予約

権を行使するには相当程度の長期間にわたることなどを総合的に勘案し、割当予定先と協議した結果、当該発行

に係る取締役会決議日の直前取引日（平成28年１月５日）の株式会社東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場における

当社普通株式の普通取引1,000円と同額の1,000円といたしました。本新株予約権の行使価額を取締役会決議日の

直前取引日における終値を参考とした理由は、直近の当社の株式価値を適正に反映していると判断したためであ

ります。

　なお、本新株予約権の行使価額の当該直前営業日までの１か月間の終値平均1,019円（発行価額との乖離△

1.9％）、当該直近営業日までの３カ月間の終値平均は1,000円（同0.0％）、当該直近営業日までの６か月間の

終値平均は992円（同0.8％）となっております。

　また、当社監査役３名（うち２名は社外監査役）全員も、本新株予約権の発行については、特に有利な条件で

の発行には該当せず適法である旨の意見を表明しております。

　当該意見は、払込金額の算定にあたり、当社との取引関係のない独立した外部の第三者算定機関である株式会

社プルータス・コンサルティングが公正な評価額に影響を及ぼす可能性のある行使価額、当社株式の市場売買高

及び株価、権利行使期間、株価変動性、金利等の前提条件を考慮して、新株予約権の評価額の算定手法として一

般的に用いられているモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定していることから、当該第三者

算定機関の評価額は合理的な公正価格と考えられ、払込金額も当該評価額と同額であることを判断の基礎として

おります。また、行使価額についても取締役会決議日の直前取引日における終値を参考に行使価額を決定したこ

とについて、当該終値が直近の当社の株式価値を適正に反映しているとの会社の判断は妥当であるとする旨の意

見も合わせて表明しております。

 

(2）発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方

　本新株式により発行される株式数は100,000株（議決権の数は、1,000個）です。また、本新株予約権の行使によ

り発行される株式数200,000株（議決権の数は2,000個）を合算すると300,000株（議決権の数は3,000個）となり、

平成28年１月６日における当社の発行済株式数1,370,000株（議決権数12,722個）に対して21.90％（議決権の総数

に対する割合は23.58％）の割合で希薄化が生じることとなります。しかしながら本新株式及び本新株予約権の発

行による資金調達は、当社の企業価値及び株主価値の向上に寄与できるものと考えられ、希薄化の程度を踏まえて

も、今回の募集規模は合理的であると判断しております。

　本新株式及び本新株予約権の行使により発行される株式につき、割当予定先でありますＯａｋキャピタル株式会

社は長期保有の方針ではなく、株価の状況や市場での株式取引状況を鑑みながら市場にて売却していく方針です

が、当社株式の直近６か月間の１日当たりの平均出来高は6,580株、直近３か月間の１日当たりの平均出来高は

5,508株、直近１か月間の１日当たりの平均出来高は6,305株、となっており、一定の流動性を有しております。一

方、本新株予約権がすべて行使された場合の発行株式数200,000株を行使期間である３年間で行使売却するとした
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場合の１日当たりの数量は272株となり、上記直近６か月間の１日当たりの平均出来高の4.14％、直近３か月間の

１日当たりの平均出来高の4.94％、直近１か月間の１日当たりの平均出来高の4.32％となるため、株価に与える影

響は限定的かつ、消化可能なものと考えております。

　したがって、当社は本新株式及び本新株予約権による発行数量及び株式の希薄化の規模は、合理的な範囲である

ものと判断しております。

 

４【大規模な第三者割当に関する事項】

　該当事項はありません。

 

５【第三者割当後の大株主の状況】

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

総議決権数
に対する所
有議決権数
の割合

割当後の所
有株式数
（株）

割当後の総
議決権数に
対する所有
議決権数の
割合

松村　明 東京都港区 453,300 35.63％ 453,300 28.83％

Ｏａｋキャピタル株式会社 東京都港区赤坂８丁目10番24号 ― ― 300,000 19.08％

松井証券株式会社 東京都千代田区麹町１丁目４番地 70,400 5.53％ 70,400 4.48％

佐伯　達之 東京都渋谷区 60,000 4.72％ 60,000 3.82％

飯塚　麻実 東京都大田区 40,000 3.14％ 40,000 2.54％

根本　昌明 東京都日野市 37,600 2.96％ 37,600 2.39％

楽天証券株式会社 東京都世田谷区玉川１丁目14番１号 34,300 2.70％ 34,300 2.18％

木原　和彦 埼玉県戸田市 30,000 2.36％ 30,000 1.91％

菅原　敏彦 宮城県仙台市青葉区 30,000 2.36％ 30,000 1.91％

高松　忠行 東京都江戸川区 30,000 2.36％ 30,000 1.91％

計 ― 785,600 61.75％ 1,085,600 69.05％

　（注）１．所有株式数につきましては、平成27年９月30日時点の株主名簿に記載された数値を基準とし、当社において

把握している平成27年９月30日以降の株主の異動を加味して記載しております。

２．「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、平成28年１月６日現在の総議決権総数（12,722

個）に、本新株式による発行株式100,000株及び本新株予約権の目的となる株式の数200,000株により増加す

る議決権数（3,000個）を加えた数によって算出しております。

３．平成28年１月６日現在の発行済株式総数は1,370,000株であります。

４．総議決権数に対する所有議決権数の割合は小数点以下第３位を四捨五入しております。

 

６【大規模な第三者割当の必要性】

　該当事項はありません。

 

７【株式併合等の予定の有無及び内容】

　該当事項はありません。

 

８【その他参考になる事項】

　該当事項はありません。

 

第４【その他の記載事項】
　該当事項はありません。
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第二部【公開買付けに関する情報】

第１【公開買付けの概要】
　該当事項はありません。

 

第２【統合財務情報】
　該当事項はありません。

 

第３【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約】
　該当事項はありません。

 

第三部【追完情報】

１．事業等のリスクについて

　「第四部　組込情報」の有価証券報告書（第16期）及び四半期報告書（第17期第２四半期）（以下、「有価証券報

告書等」という。）に記載された「事業等のリスク」について、有価証券報告書等の提出日後、本有価証券届出書提

出日（平成28年１月６日）までの間において生じた変更その他の事由はありません。

　また、有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、本有価証券届出書提出日現在においても

その判断に変更はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もありません。

 

２．臨時報告書の提出

　「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日（平成28年１月６日）まで

の間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。

 

（平成27年６月19日　関東財務局長に提出）

①　提出理由

　平成27年６月18日開催の当社第16回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第

24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提

出するものであります。

 

②　報告内容

(1）当該株主総会が開催された年月日

平成27年６月18日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金20円　総額　25,450,000円

②　効力発生日

平成27年６月19日

 

第２号議案　定款一部変更の件

(1）今後の業務範囲拡大および新分野への展開に備えるため、事業目的を追加するものであり

ます。

(2）当社の事業年度は、毎年４月１日から３月31日までとしておりますが、当社の事業管理等

において効率的な業務執行を図るため、当社の事業年度を毎年６月１日から５月31日まで

に変更し、あわせて関連規定について所要の変更を行うものであります。

なお、本議案が原案通り承認可決された場合には、第17期事業年度は、平成27年４月１日

から平成28年５月31日までの14カ月間の決算期間となります。

(3）取締役会の決議要件に関する特別規定につき、これまでの運用状況、今後の想定その他を

総合考慮し、法令の定める決議要件とするため、当該特別規定を削除するものでありま

す。

(4）平成27年５月１日施行の「会社法の一部を改正する法律（平成26年法律第90号）」により

責任限定契約を締結できる会社役員の範囲が変更されました。これに伴い、業務執行を行

わない取締役及び社外監査役でない監査役についても、期待される役割を十分に発揮でき

るようにするため、取締役及び監査役の損害賠償責任の一部免除に関する現行定款第33条

EDINET提出書類

モジュレ株式会社(E05600)

有価証券届出書（組込方式）

16/21



の規定の一部を変更するものであります。なお、このうち取締役の責任免除に関する部分

の変更につきましては、各監査役の同意を得ております。

(5）上記事業年度の変更に関する経過措置として、新たに附則を設けるものであります。

(6）その他、条文の削除に伴い条数の変更を行うものであります。

 

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役　河邉義正氏は、本株主総会終結の時をもって辞任されますので、監査役１名の選任を

お願いするものであります。

 

(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるた

めの要件ならびに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果及び
賛成割合（％）

第１号議案 7,642 4 － （注）１ 可決　99.47

第２号議案 7,640 6 － （注）２ 可決　99.44

第３号議案      

貝沼　彩 7,641 5 － （注）３ 可決　99.45

　（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決

権の３分の２以上の賛成であります。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成であります。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の

集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当

日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

（平成27年10月21日　関東財務局長に提出）

①　提出理由

　当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたの

で、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の規定に基づ

き、本臨時報告書を提出するものであります。

 

②　報告内容

固定資産の譲渡について

(1）当該事象の発生年月日

平成27年10月21日

 

(2）当該事象の内容

　当社が保有する債権を精査したところ、回収期間が長期に渡ることと債権管理に伴うコスト等を勘案し総合

的に判断した結果、貸付金債権を譲渡することといたしました。

１．譲渡する相手先

名称　　　　：有限会社ワイエムエス・ナイン

所在地　　　：東京都千代田区大手町一丁目９番７号

事業内容　　：１．金銭債権の売買

２．上記に付帯する一切の業務

当社との関係：当社との間に資本関係・人的関係・取引関係はありません。

当社の関連当事者には該当しません。

２．譲渡資産の種類及び金額

貸付金債権　157百万円
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３．譲渡の時期

取締役会決議日　平成27年10月21日

契約締結予定日　平成27年10月26日

４．譲渡価格

10万円

 

(3）当該事象の損益に与える影響額

　当該債権に対して同額の貸倒引当金を過年度において計上しているため、平成28年５月期の財務諸表に影響

はありません。

　なお、税務上は否認されていた貸倒引当金が損金として認容される見込みであり、平成28年５月期末におけ

る税負担額が軽減する見通しです。

 

第四部【組込情報】
　次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書
事業年度
（第16期）

自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日

平成27年６月18日
関東財務局長に提出

四半期報告書
事業年度

（第17期第２四半期）
自　平成27年７月１日
至　平成27年９月30日

平成27年11月５日
関東財務局長に提出

　なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織（ＥＤＩＮＥＴ）を使用して

提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について（電子開示手続等ガイドライ

ン）Ａ４－１に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。

 

第五部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。

 

第六部【特別情報】

第１【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 平成27年６月18日

モジュレ株式会社  

 

 取締役会　御中   

 

 ア ス カ 監 査 法 人

 

 
指 定 社 員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 若尾　典邦

 

 
指 定 社 員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 石渡　裕一朗

 

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるモジュレ株式会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第16期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表に

ついて監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務

諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。

また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、モジュレ

株式会社の平成27年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの

状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、モジュレ株式会社の平成27年

３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準

に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること

を求めている。

　内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた

めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性

に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果

について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、モジュレ株式会社が平成27年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内

部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報

告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

 
 
　（※）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

 

EDINET提出書類

モジュレ株式会社(E05600)

有価証券届出書（組込方式）

20/21



 
 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成27年11月５日

モジュレ株式会社

取締役会　御中

 

アスカ監査法人

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 若尾　典邦　　印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 石渡　裕一朗　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているモジュレ株式会

社の平成27年４月１日から平成28年５月31日までの第17期事業年度の第２四半期会計期間（平成27年７月１日から平成27

年９月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成27年４月１日から平成27年９月30日まで）に係る四半期財務諸表、すな

わち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行っ

た。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、モジュレ株式会社の平成27年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する第２四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての

重要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）1.　上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　2.　ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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